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新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しに係る生徒への対応について 

 

今般、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、９月 26 日から全国一律に全数届出の見

直しが行われることになりました。 

この全数届出の見直しにより、保健所による療養期間等の指示が行われる対象は、重症化リスク

が高い患者の方（65歳以上、基礎疾患等がある者、入院を要する者、妊婦）のみとなります。その

ため、重症化リスクが低く症状が軽い児童生徒等への出席停止期間の決定については、下記のとお

りとなります。 

新型コロナウイルス感染症と診断された生徒、または、薬事承認を受けた抗原定性検査キットを用い

た検査で陽性となった生徒については、学校内での感染拡大を防ぐために、学校への発症日や療養期間

等についての連絡や、自宅での療養についてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 
 

１ 新型コロナウイルス感染症患者の出席停止期間の決定について 
 

医療機関を受診し、新型

コロナウイルス感染症と診

断された場合 

医師から指示があった期間、出席停止。（※１） 

症状の有無にかかわら

ず、自ら薬事承認を受け

た抗原定性検査キットで

検査をし、陽性が判明し

た場合 

医療機関、または、陽性者診断センター（オンライン診療）の

受診を希望する場合は、医師の診断を受ける。 

医師から指示があった期間、出席停止。（※１） 

医療機関受診を希望しない、あるいは受診できない場合には、

学校長の判断により出席停止とし、期間は７日間とする。（発症日を

０日目とし、翌日から数えて７日間）（※２） 

ただし、無症状の場合は、薬事承認された抗原定性検査キットで５

日目に陰性を確認した場合には、期間は５日間とする。 
 

※１ 医師から新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、療養期間を確認し、必ず学校へご連

絡いただきますようお願いいたします。 

※２ 薬事承認を受けた抗原定性検査キットを使用した検査で陽性となった場合、発症日や検査日等

について、必ず学校へご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

２ 陽性者フォローアップセンターについて 

 重症化リスクが低く症状が軽い方が陽性となった場合には、資料２にある QR コードから「陽性

者フォローアップセンター」に自ら登録することで、病状等について医師や看護師からアドバイスや

指示（受診の必要性や医療機関の紹介等）を受けることができます。 

（※上記１、２については、資料１及び資料２を参照してください。） 

 



３ 学校が判断する場合の療養期間等の考え方 

○ 有症状患者の場合 
 

  検査日に関わらず、発症日を０日目とし、翌日から数えて７日間経過し、かつ症状軽快後 24 時間経

過した場合には、８日目から療養が解除となります。ただし、10日間が経過するまでは、感染リス

クが残存することから、原則自宅と学校の往復のみとし、検温の実施、リスクの高い場所の利用や会食、

公共交通機関の利用を避ける等の感染予防行動の徹底をお願いします。 
 

 
  
 
○ 無症状患者の場合 

 

検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養が解除となります。加えて、５日目の

薬事承認された抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日

目）に解除が可能とされました。ただし、７日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、原

則自宅と学校の往復のみとし、検温の実施、リスクの高い場所の利用や会食、公共交通機関の利用を避

ける等の感染予防行動の徹底をお願いします。 

５日目に薬事承認された抗原定性検査キットで検査を行い登校する場合には、陰性確認ができている

ことを管理職へ連絡をお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 9日目 10日目 

体調不良 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月26日からの全数届出の見直しに係る考え方

新型コロナと診断

医療機関から発生届出

重症化リスクあり（65歳以上、基礎疾患が
ある者、入院を要する者、妊婦）

重症化リスクなし
療養期間等について医師から指示、自宅で療養

療養期間等
について指示

医師から診断を受ける際には、

必ず療養期間を確認すること！

療養期間等について
学校に報告

○医療機関受診

センターから発生届出
重症化リスクあり

重症化リスクなし
療養期間等について医師から指示、自宅で療養

療養期間等
について指示

　※ ・16歳以上対象
　　　・健康対策課ホームページから受診の申込みが必要

資料１

○陽性者診断センター（※）

オンライン診療にて、新型コロナと診断され、
必要に応じて薬の処方・配送

○医療機関受診を希望しない、
あるいは受診できない場合
（医療機関のひっ迫等）

　学校長の判断により出席停止。
（発症日を0日目とし、翌日から数えて７日間）
ただし、無症状の場合は、５日目の薬事承認された
抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間。

オンライン診療

症状の有無に関わらず、
薬事承認を受けた
抗原定性検査キットで
検査をし、陽性

検査結果陽性を
学校に報告

相談対応
（24時間対応）

センターへの
連絡・登録

医師・看護師を配置

相談内容に基づき
医師・看護師から
アドバイス・指示

受診先紹介

必要に応じ、
受診の勧奨・
医療機関の紹介

Web･電話で
情報を登録

 陽性となった者は、自ら陽性者フォローアップセンターに登録

A

A

A
 

　保健所による管理が行われなくなる陽性者（重症化リスクが低く、症状が軽い方）
からの相談などに対応。
　○事業内容
　　・24時間体制での相談対応
　　・必要に応じて医療機関の受診先紹介　等

＊陽性者フォローアップセンターへの登録方法については、資料２をご参照ください。

体調不良

参考引用：
高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

　陽性者フォローアップセンター　　　9月26日から開始　

療養期間等について
学校に報告

療養期間等について
学校に報告

A
療養期間等について
学校に報告



【陰性だった場合】

　基本的な感染予防対策を継続しましょう。

 「新型コロナに感染したかも・・？」と思ったら？

①あわてずに、症状や常備薬をセルフチェック
②抗原定性検査キットを用いてセルフチェック

検査キットは国が承認したキット（※）を使いましょう！

（※）【体外診断用医薬品】又は【第１類医薬品】と表示

されています。

新型コロナウイルス感染症

体調に異変を感じたら
～自分で検査、すばやく療養～

受診を希望する方は検査協力医療機関へ

陽性者フォローアップセンターで速やかな自宅療養を

【受けることのできるサービス】　

　・　医師・看護師による健康状態の相談

　・   受診が必要な方や体調が変化した方には医療機関を紹介

【こんな方が対象です】

　・　症状が軽いなど、医療機関を受診せず、自宅で速やかに療養を開始したい方

　65歳未満の方

　重症化リスクを有しない方

　妊娠していない方

【利用までの流れ】　
　・　 高知県陽性者フォローアップセンター　　

　　　（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/fucenter.html）に氏名等を登録

　　※　Webでの登録が難しい方は、088-802－3911までご連絡ください。

【陽性だった場合】

　高知県陽性者フォローアップセンターに連絡し、

　速やかに自宅等で療養を開始することができます。

６５歳以上の方や基礎疾患がある方、
お子さんや妊娠している方など

陽性者フォローアップセンター

470434
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資料２


